
 

平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ４ 府 省 庁 名  農林水産省        

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（特別土地保有税、都市計画税） 

要望 

項目名 
独立行政法人の組織見直しに伴う税制上の所要の措置（森林保険業務の森林総合研究所への移管） 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

政府は森林国営保険法に基づき、森林所有者を被保険者として、森林についての火災、気象災、噴火災

による損害を塡補する森林災害に対する総合的な保険を運営している。森林保険は、森林所有者自らが災

害に備える唯一のセーフティネット手段であるとともに、政策的にも林業経営の安定と被災後の再造林の

促進による森林の多面的機能の発揮のために必要不可欠なものである。 

森林国営保険法等の一部を改正する法律（平成 26年４月 16日公布）により、これまで国が実施してき

た森林保険業務は、平成 27年４月１日に独立行政法人森林総合研究所に移管されることとなったところで

ある。 

 

・要望の内容 

今般、国から移管される森林保険業務の用に供する施設についても、森林及び林業に関する試験及び研究等の

従前の業務と同様に、用途非課税の対象とすること（不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税、都市計画税）。 

 

 

関係条文 

 

地法第 73の 4、348、586、702の 2 

 

減収 

見込額 

［初年度］    － （   － ）  ［平年度］    － （   － ） 

［改正増減収額］                           －  （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

森林保険は、森林所有者自らが災害に備える唯一のセーフティネット手段であるとともに、政策的にも林

業経営の安定と被災後の再造林の促進による森林の多面的機能の発揮のために必要不可欠なものである。 

 

（２）施策の必要性 

移管後においても引き続き森林保険は公益性、公共性の高い業務であるため、森林保険制度を安定的に森林所有

者へ提供することに支障を来すことがないようにすることが必要。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合

理

性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

《大目標》 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、農業の多面的機能の発揮、森林の保

続培養と森林生産力の増進、水産資源の適切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定向上と国民経

済の健全な発展を図る。 

《中目標》 

４森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全な発展 

《小目標》 

⑬林業の持続的かつ健全な発展 

政策の 

達成目標 
森林保険制度を通じた林業経営の安定への寄与 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

恒久措置 

同上の期間中

の達成目標 
「政策の達成目標」に同じ。 

政策目標の 

達成状況 
－ 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 
要望の対象となる法人 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

－ 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

国税については平成26年度税制改正要望において要望し了解済み 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

－ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

移管後においても引き続き森林保険は公益性、公共性の高い業務であるため、森林保険制度を安定

的に森林所有者へ提供することに支障を来すことがないようにすることが必要。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 
－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 
－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

－ 

これまでの要望経緯 平成 26年度税制改正要望において要望（新設） 
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